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	ポケモン イラストラボ - 教育・保育目的の素材提供サービス

	
		
			

		

		
		

		
			

		

		
		

		
			

		

		
		

		
			

		

		
		

	





		
			2024.4.1

			「大阪・関西万博 スペシャルカレンダー2024年4月」を追加しました

		
	
			2023.12.19

			小学生以下のお子様をお持ちのご家庭でのご利用を2024年12月まで期間延長いたします。
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		ポケモンイラストラボについて

		
			100種類以上のポケモンのイラスト素材を
お子様の教育・保育にお役立てください。

			お子様を対象とした、国内の教育・保育・公共・医療施設での非営利使用に限り、本ウェブサイトからポケモンのイラスト素材を無償でダウンロードしてご使用いただけます。
（利用規約にご同意いただく必要があります。「ご使用前に」をご確認ください）

		

	

	
	
		みんなの活用事例

		
			全国10,000施設以上でご利用頂いています！

			[image: みんなの活用事例]

			
					去年の秋の運動会で『ポケモンになった子どもたちをママやパパがモンスターボールで捕まえる』という親子競技をやったんです。以降、子どもたちはポケモンにはまっています。とくに塗り絵は大人気。思い思いの色を塗る子もいれば、お手本のイラストを参考に同じ色で塗ろうとする子もいて、その表現はさまざま。十人十色のポケモンになりました！

	[image: みんなの活用事例]


			

			
					ずっとうがいを嫌がっていた子がポケモンの『きちんとうがいをしよう』のポスターを見て、自らコップを持ってくるようになってびっくり！子どもたちの主体性を育む保育を大切にしているので、子どもが自ら気づいて実行するきっかけになってくれるのはうれしいですね。

	[image: みんなの活用事例]


			

		

	

	
	
		ご使用いただける素材

		
		
			単品イラスト素材

			GIF形式

			100種類以上のポケモンや、季節にあわせた素材などを多数ご用意しております。教材や掲示物・おたよりの挿絵など、アイデア次第で幅広くご活用いただけます。

			
				
					素材例

					[image: ]

				

				
					活用事例

					[image: ]

				

			

		

		
		
			ぬりえ素材

			JPEG形式

			さまざまなポケモンのぬりえを楽しめる素材です。印刷して、そのままご使用いただけます。ポケモンは大きく、背景は少し細かめにデザインしてありますので、幅広い年齢のお子様にお楽しみいただけます。

			
				
					素材例

					[image: ]

				

				
					活用事例

					[image: ]

				

			

		

		
		
			お絵かき素材

			JPEG形式

			ポケモンといっしょにお絵かきを楽しめる素材です。そのままお絵かきをして楽しむことはもちろん、文字を書き加えることで目につきやすい掲示物としてもご活用いただくことができます。

			
				
					素材例
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					活用事例

					[image: ]

				

			

		

		
		
			ポスター素材

			JPEG形式

			みんなで守るマナーやきまりを、お子様へのメッセージとしてデザインしました。ひらがなだけのもの、漢字を使用したものの2種類ずつご用意しています。印刷・掲示して、ご活用ください。

			
				
					素材例

					[image: ]

				

				
					活用事例

					[image: ]
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				ひらがなの勉強にぴったり。
「あいうえお表」もございます。

			

		


		
		
			イラスト素材をすべて見る
		

	

	
	
		ご使用前にお読みください

		
			ご使用のルール

			
				※現在、小学生以下のお子様をお持ちのご家庭に対象を広げています。

				対象施設小学校（公設学童含む）・幼稚園・保育園・認定こども園・児童館（屋内施設）・図書館・小児医療機関・公民館や生涯学習センター等の子ども用スペース

				利用可能範囲施設内での、非営利活動における使用に限ります。

			

				※施設の対外的な広報・宣伝活動（ウェブサイト、屋外看板など）には、ご利用いただけません。
	※詳細は、「よくあるご質問」と、ダウンロードページで表示される利用規約をあわせてご確認ください。


		

		ご使用OK・NGの例

		
			
				使用OK

					運動会、文化祭、おゆうぎ会など、無償のイベント

					例：入退場門への装飾、おめんや劇への活用
	教材としての使用や、お子様への配布物

					例：ぬりえ素材、生徒が自ら製作する工作物、ポスターなどで使う素材活用、学級だよりの装飾や挿絵
	館内装飾や掲示物

					例：恒常的に壁面などにシートを貼付する、「静かに本を読もう」などの掲示物での使用
	運動会の参加賞など、イベント賞品・景品

					例：自作メダルなど。ただし、販売目的や入園ノベルティとしての素材活用はできません


			


			
				使用NG

					対価を徴収する商品、イベント、サービス

					例：ポケモンのイラストを転写したハンカチを100円で販売する。

					ポケモンのイラストを使用したワークショップを有料で開催する。
	施設利用者以外への、配布物・掲示物への使用全般

					例：入園・入学等を促進する折込チラシ・ポスター・パンフレットなど
	対象施設そのものを露出、広報、宣伝する告知全般での使用

					例：屋外看板、対象施設自体のパンフレット・ホームページへの素材掲載
	屋外使用

					例：屋外壁面や門の装飾での使用、送迎バスなどへの素材貼付使用


			



		


	

	
	
		
			ダウンロードはこちら

			イラスト素材のダウンロードページに遷移します。
利用規約の確認および簡単なアンケートにご協力ください。

		

		
			パソコンからダウンロードしてください

		

		
			海外からはダウンロードいただけません
Only available in Japan

		

	

	
	
		よくあるご質問

		
			
					イラスト素材について
	対象施設について
	営利使用、非営利使用について
	その他


			

			
			
				イラスト素材について

					ダウンロードできる各素材はどのような形式ですか？
	単品素材はGIF形式、ぬりえ・お絵かき・ポスター素材はJPEG形式でご用意しております。


					加工してもいいですか？
	紙などに出力されたイラストを元に、お絵かきなどお子様が自由な発想で創作をする場合、または先生方が手作りで装飾するなどのケースについては、イラストに手を加えてご活用いただいてもかまいません。デジタルデータ自体を加工して使用することはできません。
（例：まつげ、まゆげ、ひげ、衣服などを、データ上描きして使用）


					一部を切り取って使用してもいいですか？
	サイズが入りきらないので上半身だけを表示したいなどの場合は、イラストを切り取って使用することができます。
顔のパーツなど、ポケモンの特徴的なところは切り抜かないことを推奨しております。


					ポケモンの大きさは厳守しなければなりませんか？　基準はありますか？
	お子様や先生方が手作りされる場合には、厳守していただく必要はありません。
イラスト素材をそのまま壁面に出力したいなどの場合は、ダウンロードしていただいたフォルダ内にありますPDFファイル「ご使用前にお読みください」のスケール表をご参照ください。


					吹き出しをつけてしゃべらせることはできますか？
	ポケモンは人間の言葉をしゃべらず、鳴き声で会話をします（例：ピカピカ！など）。
しゃべらせることは推奨しておりませんが、お子様の創作物や、先生方の手作りでのご使用に関しましては、この限りではありません。


					イラスト素材と、園児などの実際の写真を合成することは可能ですか？
	特に制限を設けておりません。お子様の個人情報などにつきましては施設側にてご確認ください。


					イラスト素材に、任意の背景（イラストや実写背景など）を組み合わせることは可能ですか？
	特に制限を設けておりません。


					イラスト素材と、他の動物のイラスト、写真などを合成したり同一紙面上で使用したりすることは可能ですか？
	お子様が自由な発想で創作される場合には、特に制限を設けておりません。
原則として、ポケモンと他の動物を混在させることについては推奨しておりません。


					イラスト素材と、他キャラクターのイラスト、写真などを合成したり同一紙面上で使用したりすることは可能ですか？
	お子様が自由な発想で創作される場合には、特に制限を設けておりません。
印刷物などでポケモンと他のキャラクターを混在させることはできません。
他のキャラクターの権利などに関しては、施設側にてご確認ください。


					好きなポケモンのイラスト素材が含まれていないのですが、追加してもらうことは可能ですか？
	イラスト素材追加のリクエストは、承っておりません。


			

			
			
				対象施設について

					小児医療機関とは、どこまでを含みますか？
	お子様の治療を目的とした、公的医療保険の適用される医療機関全般を指します。
小児科、歯科、耳鼻科、眼科など各科が対象です。


					児童館などにおいて運営業務を委託している先の会社で、この素材は使用できますか？
	利用規約に記載されております委託の範囲内であれば、必要な業務の一部を第三者に委託することができます。


					対象施設の関係者（例：ＰＴＡ、謝恩会などのイベントを主催する保護者）が、この素材を使用することはできますか？
	利用規約に記載されております委託の範囲内であれば、必要な業務の一部を第三者に委託することができます。


			

			
			
				営利使用・非営利使用について

					幼稚園、保育園、私立小学校などで、「園児・生徒募集」にポケモンのイラスト素材を使用していいでしょうか？
	入学金の支払いを伴う入園・入学を勧誘する行為は営利目的となりますので、ご使用いただくことはできません。


					イラストをプリントして製作した物品を、施設利用者もしくは近隣住民の方に販売してもいいでしょうか？
	金銭の授受が発生する物品のやり取りは営利目的となりますので、ご使用いただくことはできません。


					幼稚園のロゴマークなどに、ポケモンのイラストを使用していいでしょうか？
	ロゴマークなど施設そのものの象徴としてイラストを使用することはできません。


					対象施設のホームページでイラスト素材を使用することは可能でしょうか？
	原則として、施設そのもののホームページにイラスト素材を使用することはできません。
例外として、学級だよりなど、利用が認められているものの使用の範囲内で、かつ保護者への連絡用としてそれがホームページにアップされている場合などは、この限りではありません。
また、イラストを使用した掲示物などが施設内の様子としてホームページに映り込むことについても同様に可能です。
※いずれの場合も、ポケモンの素材が「園児募集」などの直接的な営利使用につながらないように掲示されていることをご確認ください。


					対象施設の敷地内で行う参加無料のイベントの告知物に素材を使用して、それを施設屋外で使うことは可能ですか？
	原則として、施設内での使用、かつ対象施設の利用者への告知での使用を想定しておりますが、例外として施設内で行う無償のイベントを対外的に告知する場合（例：なつまつり、運動会、ワークショップなど）については、屋外で配布・掲示するチラシやポスターにポケモンの素材をご使用いただいて差し支えありません（ただし、参加自体が有償のイベントの告知には使用できません）。


					参加無料のイベント告知にポケモンの素材を使用し、その場で有償の物品を販売することは可能ですか？
	幼稚園、保育園、小学校で開催されるバザーなどの催しの告知に限り、イラスト素材をご活用いただいて差し支えありません。
素材を活用して製作・製造された物品を、有償で販売することはできません。


					施設の外を走るバスや、乗用車の車体などにポケモンのイラスト素材を使用することはできますか？
	施設そのものの宣伝行為となるため、施設外で使用することはできません。


					施設の外壁や門などにポケモンのイラスト素材を使用することはできますか？
	施設そのものの宣伝行為となるため、施設外で使用することはできません。


					医療機関で営利目的と見なされるのは、どのようなケースでしょうか？
	施設内で、通常診療を行う範囲でポケモンのイラストをご使用いただく場合は、営利目的と見なしません。施設自体の宣伝活動（例：雑誌やWebに施設広告を掲載、屋外看板の設置、おくすり袋への利用）や、通常の診療を超える対価を求める行為（例：素材を活用したポケモンルームなどを設置し入院料を上乗せする、オリジナルのマスクを制作して販売するなど）には、ご使用いただくことはできません。


			

			
			
				その他

					外部の印刷会社やデザイン会社に外注して、イラスト素材を活用することは可能ですか？
	利用規約に記載されております委託の範囲内であれば、必要な業務の一部を第三者に委託することができます。
規約内容を外注会社にも遵守していただく必要があります。


					イラスト素材を使用して作成したデザインやチラシなどを、別の施設に提供することはできますか？
	原則として、別の利用者にイラスト素材が使用された制作物を譲渡することはできません。
同一企業などが複数の施設を所有している場合は、この限りではありません。


			

			
			ポケモンイラストラボに関する
お問い合わせ

		

	

	
	
		
			ダウンロードはこちら

			イラスト素材のダウンロードページに遷移します。
利用規約の確認および簡単なアンケートにご協力ください。

		

		
			パソコンからダウンロードしてください

		

		
			海外からはダウンロードいただけません
Only available in Japan

		

	

	
	
		このページをシェアする

			Xでシェア
	Facebookでシェア
	LINEで送る
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			歌・童謡・英語や職業体験など、“子どもに見せられる”動画がたっぷり　
子ども向けポケモン公式チャンネル
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			若手絵本作家ユニット、ザ・キャビンカンパニーが描くポケモン絵本　
『ポケモンのしま』3月5日（木）発売！

		

		
				ポケットモンスターオフィシャルサイト
	ポケモンだいすきクラブ
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